
申請に対する処分  

処分名  改造費用等の助成  

根拠法  奄美市下水道条例３１条  

所管課  下水道課  

 

１  審査基準  

⑴  申請を行うことができる人又は団体  

処理区域内に自己の住宅を所有し ,汲み取り便所又はし尿浄化槽

に連結された水洗便所が設けられている生活扶助世帯  

⑵  申請の方法  

 水洗便所設置費補助金交付申請書を下水道課に提出する。  

⑶  許認可の要件  

  奄 美 市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱に

より認定  

 

２  標準処理時間  

  ７日  

 


